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１．趣旨 

   この仕様書は、門真市（以下「市」という。）の量水器取替工事及び給水管改

良工事を発注するにあたり必要な事項を定める。 

２．業務の名称 

（１）量水器取替工事 

（２）給水管改良工事 

３．履行場所 

   門真市内一円外 

４．履行期間 

   令和８年７月１日から令和９年６月 30 日まで 

５．業務予定量（参考） 

（１）量水器取替工事             4891 件 

（２）給水管改良工事              36 件 

  内訳 

(ア) 給水管移設工事             5 件 

(イ) 伸縮止水栓取付工事（掘削有）      3 件 

(ウ) 伸縮ユニオン取付工事（掘削有）      1 件 

(エ) 伸縮止水栓取替工事（掘削無）      3 件 

(オ) 伸縮ユニオン取替工事（掘削無）      4 件 

(カ) 止水栓上部取替工事            3 件 

(キ) 止水栓コマ取替工事           3 件 

(ク) ゲートバルブ取替工事           12 件 

(ケ) モルタル復旧工事（1 件＝1㎡）       1 件 

(コ) タイル復旧工事 （1 件＝1㎡）      1 件 

 ※業務予定量については、量水器の使用状況などにより変動することがあるので、

あくまで参考数値であり、業務量を確約するものではありません。 

６．法令等の遵守 

   受注者は、本業務を履行するにあたり関係法令、条例等を遵守すること。 
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７．業務時間 

   業務時間は、原則、市の開庁日の午前９時から午後５時30分までの間とする。

ただし、お客さまの申し出により市の閉庁日（門真市の休日を定める条例（平

成２年門真市条例第10号）に定める市の休日）及び業務時間外も対応すること。 

なお、受注者が市の閉庁日及び業務時間外に作業を行う場合は、受注者の責

において業務を遂行することとし、事前に監督員と協議し、承諾を得ること。 

８．受注者の業務実施体制 

（１）受注者は、現場代理人及び業務従事者を選任し、業務従事者届を市に提出

しなければならない。市は業務従事者届を受領後、身分証明書を発行する。 

（２）現場代理人及び業務従事者が離職等により業務に従事しなくなる場合は業

務従事者離職届を提出し身分証明書を速やかに市に返納すること。また、契

約終了後も同様に身分証明書を速やかに市に返納すること。 

（３）市は、現場代理人及び業務従事者がこの契約の履行に関して不適当と認め

る場合は、受注者に改善を求めることができる。 

（４）現場代理人及び業務従事者は、市が発行する身分証明書を常に携帯し、お

客さまの求めがあれば提示しなければならない。 

（５）現場代理人及び業務従事者は、受注者所定の制服（社名刺繍入り）を着用

し、身だしなみについて清潔感を与えるよう十分に配慮して業務に従事する

こと。 

（６）受注者は、お客さまに工事の説明、確認等で接する機会が多いため、現場

代理人及び業務従事者には接遇研修を行い、言葉遣い、挙動などお客さまに

不快な念を持たれないように心掛けること。 

９．現場代理人の責務 

（１）現場代理人は、緊急時においても迅速に対処できる体制を整えていなけれ

ばならない。また、随時監督員と連絡が取れるようにしなければならない。 

（２）現場代理人は、業務量に応じた作業工程をもとに必要な人員、機械設備を

確保し、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づき業務を遂行しなけ

ればならない。 

（３）現場代理人は、事故等が発生したときは、必要な措置を講じて被害を最小
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限に留めるよう努めること。また、速やかに「事故報告書」を作成して対応

策等について監督員と協議すること。 

（４）現場代理人は、工事現場に常駐し工事を指揮し、取締りを行うこと。 

（５）現場代理人は、量水器及び逆止弁付パッキンを着工前に市から受け取り、

数量確認後、量水器受領書（様式４）に数量記入、署名してから引き取るも

のとする。 

（６）現場代理人は、その日に引き上げた量水器と必要データを記入したメータ

ー取替票（様式２）及び量水器取替工事報告書（様式５）を当日もしくは次

の日（次の日が市の閉庁日のときは次の開庁日）に提出し、監督員立合いの

上、引上量水器数、メーター取替票のチェックを受けなければならない。デ

ータ記入は鉛筆書きも認めるが数字は丁寧に正確に書くこと。 

（７）現場代理人は、監督員から当該月分の町名別検定満期量水器取替リスト（様

式１）を受領後、週間工程表（資料④）作成時に施工数を無理なく振り分け

前記５の（１）を効率よく進捗していくこと。 

（８）現場代理人は、町名別検定満期量水器取替リストの予定取替工事及び追加

の取替工事が終了後、速やかに集計し、未施工で残った量水器については量

水器未施工経過報告書（様式６）を提出し、量水器を返納すること。 

１０．資料の帰属 

   この契約に基づいて作成された資料及び書類は市に帰属するものとし、受注

者は、この契約の契約期間が満了したときは、遅滞なくすべての資料及び書類

を市に返却すること。 

１１．量水器等支給材料の管理 

（１）受注者は、支給された量水器・材料については取付けまでの間、また引上

げた量水器、未施工で残った量水器・材料については返納まで責任をもって

管理すること。 

（２）量水器は、精密機器であるため、運搬、保管時の取扱いは衝撃を与えず水

平にして保管するなど丁寧に行い、施錠できる室内等で厳重に保管すること。 

（３）受注者は、支給された量水器・材料や引上げた量水器を亡失し、又は毀損

した場合は、直ちに監督員に報告し、受注者がその責を負うこと。 
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１２．量水器取替工事の内容 

（１）施工前 

(ア) 量水器の取替え対象となるお客さまには、１週間前までに「水道メー

ター取替えのお知らせ」（資料①）を用い、周知徹底を図り理解を得られる

ように努め、施工当日においても必ず懇切丁寧に説明し、了承を得ること。

また、お知らせ配布時に量水器付近の障害物等の有無を確認し、必要があ

ればお客さまの承諾を得て移動等の措置を講じること。 

(イ) 建造物、車両、動植物等で量水器の取替えが困難な場合や量水器ボッ

クス内でのお客さまの改造等で、取替えが困難な場合は「水道メーター取

替不能のお知らせ」（資料③）を渡し、取替えできるように説明すること。

また、取替えを拒否される場合においても、懇切丁寧に説明し取替できる

ように努めること。 

(ウ) 長期不在者の場合は、「水道メーター取替不能のお知らせ」のその他の

欄に長期不在の旨を記入し投函しておいて、間隔をおいて様子を伺うこと。

それでもなお、量水器の取替えができないときは、量水器未施工経過報告

書（様式６）を監督員に提出すること。 

(エ) モルタル及びタイルの取り壊しをするときは、お客さまの了承を得て

から行うこと。その復旧についても施工範囲、施工厚等の説明をしておく

こと。不在の時は工事を保留し、お客さまの了承を得てから行うこと。ま

た、給水管改良工事で計上しているモルタル復旧、タイル復旧での復旧断

面厚等で復旧不可能な場合は、給水管改良工事前に監督員に報告のうえ協

議し指示を仰ぐこと。 

(オ) 町名別検定満期量水器取替リスト（様式１）、メーター取替票（様式２）

を元に準備工として「週間工程表」（資料④）を作成し監督員に提出するこ

と。メーター取替票に取替日、新メーター番号、取付指示数、引上指示数

を記入する際は、書き間違いがないように正確に記入すること。メーター

取替票は、汚れ・折れ・染みがないよう丁寧に扱うこと。 

(カ) 閉栓キャップ、閉塞パッキン及び止水栓による停水状態のところは量

水器取替工事を行わず、その都度、監督員に報告すること。 
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(キ) 閉栓状態、停水状態が解除になった場合、追加で量水器取替工事を行

うことがある。量水器を貸与するので対応すること。 

(ク) 取り替える際には、取替票記載の住所、氏名、水栓番号、口径及びメ

ーター番号を確認する。記載内容が異なる場合は取替えを一旦保留して使

用者、水栓番号等を控えて、監督員に報告し指示を受けること。 

(ケ) 受水槽、直圧、直結増圧等の給水方式を現地を含めて確認し、それに

見合う工事方法・作業工程を組み合わせて適切に作業すること。 

（２）施工中 

 ①小型量水器（φ13～40 ㎜）取替 

（ア）直圧給水の量水器取替えは断水が伴うことから、必ずお客さまの在宅を

確認し、取替工事中は断水することを伝えること。 

（イ）お客さまが不在のときは、無断で宅地内には入らないこと。ただし、事

前に使用者等の承諾を得ている場合はこの限りでない。 

（ウ）量水器ボックス内の土砂、異物及び濁水等を完全に除去し、給水管及び

量水器内への混入防止に努めること。また、パッキン等についても土砂、

ゴミ等が付着していないか確認すること。 

（エ）量水器は取り付け方向違い（以下「逆付け」という。）及び漏水の原因

となる緩い締め付けはしないこと。後日、逆付けが判明した場合、速やか

に貸与した新しい量水器に取り替えること。逆付けした量水器はその後使

用しないので弁償すること。 

（オ）お客さまが長期不在等で量水器取替工事が当該月に施工できず、翌月以

降連絡がとれて取替可能と判断できる場合は監督員に報告の上、量水器を

受領して同工事を行うこと。 

（カ）受注者は当該月分の指示書を市から受領後、請書、着工届を速やかに提

出すること。 

（キ）市が逆止弁付パッキンを支給した場合は、量水器２次側にこの逆止弁付

パッキンを取り付けること。また、取替伝票に取り付けた事を記入するこ

と。取替工事未施工等で残った逆止弁付パッキンは月末に量水器取替精算

時に残数を確認し返却すること。 
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②大型量水器（φ50 ㎜以上）取替 

(ア)大型量水器取替工事については、「大型量水器取替一覧表」（様式３）を

もとにお客さまと取替日の調整をして監督員に報告すること。ただし、大

型量水器の検針は土日・祝祭日を除き毎月末から１日をはさみ前後３日間

にかけて行うのでこの間は避けること。なお、大型量水器は購入までに約

２ヶ月を要するので監督員に事前に報告し在庫確認をすること。 

(イ)大型量水器取替工事周辺の給水戸番図を貸与するので引込み管直近の本

管バルブ操作時の断水範囲、濁り水発生の可能性のある影響範囲を把握し

て施工すること。赤水等の影響が出た場合は散水栓等からの放流等、迅速

な対応を図ること。工事施工の扱いは小型量水器取替工事と同仕様とする。 

（３）施工後 

(ア) 現場代理人及び業務従事者は、量水器取替工事後、止水栓開閉状況並

びに逆付け及び漏水が無いことを目視等により確実に確認を行うこと。 

(イ) 取替え後は、お客さまに漏水や濁り水の説明、新旧量水器の指示数の確

認をお願いし、「水道メーター取替完了のお知らせ」（資料②）に必要事項

を記載して渡すこと。 

(ウ) お客さまがご不在での取り替えの場合は、「水道メーター取替完了のお

知らせ」（資料②）に必要事項を記載して投函しておくこと。 

(エ) 量水器取替え後は、給水管内の濁水、空気等は排水等により解消したこ

とを確認すること。また、普段使用しない散水栓に残存した空気等による

給水器具の損傷を防止するため、使用者等に、トイレ・湯水混合栓（湯側

の蛇口）以外の蛇口での一時排水を依頼すること。 

(オ) 取替後の止水栓等の開閉は、取替前の状態（現況復旧）に戻しておくこ

と。 

(カ) 取替工事、給水管改良工事等に伴って発生した土砂、異物、使用パッキ

ン等は受注者の責任において適切に処理すること。 

(キ) 引き上げた量水器は、量水器全体及びメーター番号、指示数が確認でき

るように表示部分を水洗いし、口径別に揃えて取替伝票とともに提出する

こと。なお、量水器収納箱の量水器入数は、φ13㎜×25個、φ20㎜×10個、
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φ25㎜×9個、φ40㎜×5個とする。 

(ク) 当該月の工事終了後に、量水器取替工事、給水管改良工事の確定した完

了届及び請求書を提出すること。 

(ケ) 給水管改良工事等で止水弁及びメーターボックス位置の変更が生じた

場合は、側溝等の基準位置からの距離を記載した平面図及び立面図を作成

して監督員に提出すること。 

１３．給水管改良工事の内容 

前記５の（１）（量水器取替工事）の工事を実施する際に既設止水栓がそ

の止水機能を果たせず、漏水により施工できない場合は、その止水器材の故

障状況に応じて下記の工事を施工する。 

① 給水管移設工事（量水器取替工事時に、量水器を検針しやすいところ

に移設しておくのが望ましいときは、お客さまと市にその旨説明し、双

方了承を得て必要最小限度内で施工する。） 

② 伸縮止水栓取付工事（掘削有） 

③ 伸縮ユニオン取替工事（掘削有） 

④ 伸縮止水栓取替工事（掘削無） 

⑤ 伸縮ユニオン取替工事（掘削無） 

⑥ 止水栓上部取替工事（上部取り替え） 

⑦ 止水栓コマ取替工事（コマ取り替え） 

⑧ ゲートバルブ取付工事（バルブ取り替え） 

⑨ モルタル復旧工事（給水管改良工事後の工事跡をモルタルで復旧する） 

⑩ タイル復旧工事（給水管改良工事後の工事跡をタイルで復旧する） 

１４．監督員の立会い 

量水器取替工事等で市が必要と認める場合は、監督員に立会わせることが

できる。 

１５．留意事項 

(１) お客さまの敷地内に入るときは必ず了承を得てから入り、敷地内外の設置

物を移動するときも同様にして損壊しないように丁寧に扱うこと。 

(２) お客さま宅を訪問、電話連絡する場合は、お客さまの了解又は相当な理由
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がない限り、一般常識を外れる時間帯を避けるものとする。 

(３) 工事に伴って廃棄物が発生した場合は、受注者で持ち帰り産業廃棄物処理

業者に処理を頼む等適正に処理を行い、引き渡しを証明する文書（マニフェ

スト）を提出すること。ただし、給水管改良工事で引上げた故障部材は当該

引上げ量水器と共に市に引き渡すこと。 

(４) 上記（1）で私有物に損傷を与えた時や、量水器取替工事、給水管改良工

事後にお客さまから苦情が寄せられた時は、受注者で対応して解決すること。

また、必要に応じてその経過報告書や写真の提出を求めることがあるので、

整理し保存しておくこと。 

１６．個人情報等の保護 

    個人情報取扱特記事項（別紙１）により、慎重に行うこと。 

１７．受注者が準備する帳票 

① 水道メーター取替のお知らせ・・・・・・・・・約 7000 枚 

（マンションの各戸投入を含む） 

② 水道メーター取替完了のお知らせ・・・・・・・約 7000 枚 

③ 水道メーター取替不能のお知らせ・・・・・・・約 50 枚 

④ 週間工程表及び休日作業届出書（作業週の直前の木曜日までに毎週提出） 

１８．その他 

(１) 市は、翌年度以降において長期継続契約にかかる予算の減額又は削減さ

れた場合には、この契約を解除できるものとする。ただし、受注者は同理由

によりこの契約を解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、

市にその損害を請求することができるものとする。 

(２) 本業務において、各種法令及び当仕様書に定めるもののほか、門真市水

道工事標準仕様書を遵守すること。 

(３) この仕様書に定めのない事項については、市と受注者で協議して定める

ものとする。 

 



資料① 

令和  年  月  日 

お客さま各位 

門真市環境水道部 

 

水道メーター取替のお知らせ 
 

 日頃より、門真市水道事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 このたび、お客さま宅にて使用されている水道メーターが「計量法」に基づく有効期間（8

年）の満了に近づいてきたため、本市が委託した下記事業者にて、新しい水道メーターへ取

替えさせていただきます。 

 なお、ご不明な点または立会希望による日時の指定等がございましたら、お手数ですが下

記の取替事業者または環境水道部までお問い合わせ願います。 

 

 

●取替予定日：令和  年  月  日～令和  年  月  日の間 順次 

●作業時間帯：午前 9 時～午後 5 時 30 分ごろ 

●取替事業者：○○○○○○○○○  

（門真市指定給水装置工事事業者） 電話○○○-○○○○-○○○○ 

 取替従事者：○○ ○○ 

       （身分証明書を携帯しています。）  電話○○○-○○○○-○○○○ 

 

 

※ 水道メーターの取替費用は、無料です。 

※ 取替日当日、お声かけをしてから作業を始めますが、ご不在の場合でも取替作業をさせ

ていただくことがあります。 

※ 取替作業中は断水となります（通常 20 分程度ですが、給水管の状態により長くなる場

合があります。）。 

※ メーター取替後は、水の出し始めに多少の空気や濁りが出る場合がありますので、トイ

レや給湯器以外の蛇口からしばらく水を出してからご使用ください。 

 

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 

 

環境水道部へのお問い合わせは、下記の担当者までお願いいたします。 

    門真市環境水道部 お客さまセンター 料金グループ 

              担当者 ○○     電話 06-6903-8149  

 



資料② 

令和  年  月  日 

お客さま各位 

門真市環境水道部 

 

水道メーター取替完了のお知らせ 
 

 日頃より、門真市水道事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 このたび、お客さま宅にて使用されている水道メーターが「計量法」に基づく有効期間（8

年）の満了に近づいてきたため、本市が委託した下記事業者にて、新しい水道メーターへ取

替工事を行いました。 

 

 メーター取替後は、水の出し始めに多少の空気や濁りが出る場合があります。 

その際は、トイレや給湯器以外の蛇口からしばらく水を出し、空気や濁りがなくなったこ

とを確認してからご使用ください。 

 

 

●取 替 日：令和  年  月  日 

 

●旧メーター指示数：       ㎥ 
 
 取替日までのご使用水量は、今回の指示数から、前回検針時の指示数を引いた数となり

ます。次回検針時のお知らせで表示されます。  

 

 

なお、ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記の取替事業者または環境水道部ま

でお問い合わせ願います。 

 

取替事業者：○○○○○○○○○  

（門真市指定給水装置工事事業者） 電話○○○-○○○○-○○○○ 

取替従事者：○○ ○○ 電話○○○-○○○○-○○○○ 

 

環境水道部へのお問い合わせは、下記の担当者までお願いいたします。 

    門真市環境水道部 お客さまセンター 料金グループ 

              担当者 ○○     電話 06-6903-8149  

 



資料③ 

令和  年  月  日 

お客さま各位 

門真市環境水道部 

 

水道メーター取替不能のお知らせ 
 

 日頃より、門真市水道事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 このたび、お客さま宅にて使用されている水道メーターの取替工事にお伺いしましたが、

下記の理由により取替工事を行うことができませんでした。 

 

 お手数ですが、作業日時等の打ち合わせをさせていただきたく存じますので、下記連絡先

までご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

□ メーターが建物の中に設置されている。 

□ メーターが自動車・機材の下にある。 

□ メーター付近で犬等を飼われている。 

□ その他 （           ） 

 

 

 

【連絡先】 

 

取替事業者：○○○○○○○○○  

（門真市指定給水装置工事事業者） 電話○○○-○○○○-○○○○ 

取替従事者：○○ ○○ 電話○○○-○○○○-○○○○ 

 

環境水道部へのお問い合わせは、下記の担当者までお願いいたします。 

    門真市環境水道部 お客さまセンター 料金グループ 

              担当者 ○○     電話 06-6903-8149  

 

 



資料④ 

 

センター長 
センター長

補佐 
主 任 監督員 

    

 

年  月  日 

 

監 督 員 様 

 

工 事 名 

受注者名 

現場代理人          ○印  

 

休日作業届出書 

週 間 工 程 表 

 

１． 日   時      年  月  日～  年  月  日 

                       時         時 

２． 作 業 内 容 

３． 作業責任者 

 

週間工程表    第○週    月  日 ～    月  日 

 

 日 日 日 日 日 日 日 

月 火 水 木 金 土 日 

小型量水器取替工（町 名）        

小型量水器取替工（町 名）        

大型量水器取替工（町 名）        

        

        

        

 



様式 1 

（町名別検定満期量水器取替リスト） 

 

〇〇町         〇〇個                     

               13 〇〇 

               20 〇〇 

               25 〇〇 

               40 〇〇 

 住所 使用者名 水栓番号 口径 メーター番号 取替日 備考 

1        

2        

3        

4        

        

        

 

 

 



様式２ 

 

メーター取替票  
 

取付年月日 口   径 桁数 形 式 メ ー タ ー 番 号 規   格 検 針 番 号 

       

      奇数/偶数/毎月 

       

 

住  所 
 直結直圧  

直結増圧  

氏  名  貯水槽  

T E L  高置水槽  

メーター位置     

開閉区分  停    水    方    法 

開閉年月日   

検針注意事項     

 

取付年月日 口   径 桁数 形 式 メ ー タ ー 番 号 規   格 備    考 

       

      

      

 形式：A,D,U 

取付時指示数 施    工    者 引  上  指  示  数 

   

 

異 動 チェック 

  
水 栓 番 号 取 替 理 由 発 行 番 号 

   



様式３ 

 

大型量水器取替一覧表 

 

番号 住  所 使用者名 
貯水槽の 

有無 
水栓番号 取付年月日 前回取付日 口径 

メーター 

番号 
備 考 

          

          

          

          

          

          

          

 

 



様式４ 

 

量水器受領書 
小型量水器 

口径 個  数 メ ー タ ー 番 号 

φ13 

 ～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

φ20 

 ～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

φ25 

 ～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

φ40 

 ～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

合計   

 

大型量水器 

口径 個数 メ ー タ ー 番 号 指示数 

    

 

上記量水器を受領しました。 

 

令和  年  月  日 

 

受注者 

 

受取人              ○印  



様式５ 

 

量水器取替工事報告書 
 

業    者    名  

検定満期メーター取替日 令和   年   月   日（   ） 

検定満期引上メーター受付日 令和   年   月   日（   ） 

 

 

量水器取替工事（小型量水器） 

 

数量 φ13 φ20 φ25 φ40 備   考 

      

 

 

量水器取替工事（大型量水器） 

 

数量 φ50 φ75 φ100 φ150 備   考 

      

 

 

給水管改良工事 

 

工 事 名 φ13 φ20 φ25 φ40 φ50～ 住所・氏名 

       

       

       

       

 



様式６ 

量水器未施工経過報告書 

 

番号 住  所 使用者名 水栓番号 日   時 経   過 

1 

   取替のお知らせ（資料①）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

取替不能のお知らせ（資料③）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

 

2 

   取替のお知らせ（資料①）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

取替不能のお知らせ（資料③）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

 

3 

   取替のお知らせ（資料 1）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

取替不能のお知らせ（資料③）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

 

4 

   取替のお知らせ（資料①）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

取替不能のお知らせ（資料③）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

 

5 

   取替のお知らせ（資料①）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

取替不能のお知らせ（資料③）投函日 

令和  年  月  日（  ） 

 

 


